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と　　き　　平成 24 年 1 月 22 日（日）
　　　　　　�審判員会議：午前8時40分～　
　　　　　　�開 会 式：午前 9時～
会　　場　　保健福祉センターみなくる
対　　象　　子ども会会員（町内小中学生）
チーム編成　　小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部に区分する。1チーム 3名（4名まで登録可）
競技方法　　予選リーグ戦と上位 2チームによる決勝トーナメント戦を行う。
参加申込　　各地区の単位子ども会でチーム編成をし、1月 12 日（木）までに町子ども会育成連絡協議会事務局
　　　　　　にお申し込みください。
問合せ先　　町子ども会育成連絡協議会事務局（教育委員会生涯学習係　 � 52‐2145）

預金保険制度について
　預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、金融機関が破綻した場合に、一定額の預
金等を保護するための保険制度です。
　預金保険制度の中では、同制度の対象となる金融機関、対象となる預金等と保護の範囲、同制度で保護されて
いない預金等の取扱い、金融機関が破綻したときの預金保護の仕組み（保険金支払方式、資金援助方式）などが
定められております。
　制度概要の詳細につきましては、金融庁および預金保険機構ホームページに掲載されていますのでご覧くださ
い。また、預金保険制度にかかる資料をご希望の方は、北海道財務局（または財務事務所・出張所）までご連絡
ください。

　　金融庁ホームページ　http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html
　　預金保険機構ホームページ　http://www.dic.go.jp/
　※財務局連絡先は以下のとおりです
　　　北海道財務局総務部財務広報相談官
　　　� 011‐709‐2311（内線 4270、4247）
　　　函館財務事務所：� 0138‐23‐8445
　　　旭川財務事務所：� 0166‐31‐4151
　　　釧路財務事務所：� 0154‐32‐0701
　　　帯広財務事務所：� 0155‐25‐6381
　　　北海道財務局小樽出張所：� 0134‐23‐4103
　　　北海道財務局北見出張所：� 0157‐24‐4167

旭川財務事務所では講師を派遣しています

　旭川財務事務所では、地域のみなさんに当局の仕事や
財務省・金融庁の仕事についてご理解いただくため、地
域での勉強会や職場での研修などに職員を無料で派遣し
ています。

申し込み・問い合わせ先
旭川財務事務所　総務課　� 0166‐31‐4151

北海道の「食」を応援しませんか？

北のめぐみ愛食応援団募集
　“愛食運動”の輪をより一層広げていくため、「地産地消」「食育」などの活動を実践していただく、『道内の企
業や団体（支店、支部を含む）及び 3名以上のグループ』を募集します。「愛食応援団」の取り組みは道のホーム
ページなどで広くご紹介しますので、ぜひご登録ください。

■申請者の所在地がある総合振興局または振興局

■申請者の事務所等が複数あり、所在地が 2つ以上の総合振興局または振興局をまた
　がる場合は、道庁農政部

申請先

※申請方法などくわしくはホームページをご覧ください。
�北海道農政部食の安全推進局食品政策課　� 011‐204‐5429


